
　お寄せいただいたご意見と、それに対する区の考え方はHPで公表しています。

■「 （仮称）新九段生涯学習館基本構想（素案）」（①）および
　「千代田区スポーツ振興基本計画（素案）」（②）
意見募集期間 1月5日～19日
意見募集の結果  ①意見者数2名、意見数4件
 ②意見者数4名、意見数4件
問　　合　　せ　 ①生涯学習・スポーツ課施設整備担当☎03-5211-3642
 ②生涯学習・スポーツ課スポーツ振興係☎03-5211-3627
■ 千代田区文化芸術プラン（第5次）素案
意見募集期間　1月5日～26日
意見募集の結果　意見者数4名、意見数10件
問　　合　　せ　文化振興課文化振興係☎03-5211-3628

　生後91日以上の飼い犬は、毎年4月～6月の間に狂犬病予防注射の
接種が法律で義務付けられています。集合注射期間中に来られない
方は、動物病院で注射を受けた後、千代田保健所・出張所または総
合窓口課に注射済証明書のコピーを持参し、手続きをしてください。
とき・会場　下表
接 種 方 法　 事前に送付する予診票に必要事項を記入して接種当日に持参
　　　　　　 ※ 予診票など案内の書類は、犬の登録をしている飼い主に3月下旬発送
費　　　用　1頭につき3,750円（注射3,200円＋注射済票550円）
問　合　せ　地域保健課動物愛護担当☎03-6256-8177

狂犬病予防集合注射を行います

日にち 時間 会場
4月14日（火）

14～15時

いきいきプラザ一番町（一番町12）

4月15日（水） 神田児童公園（神田司町2-2）

4月16日（木） 佐久間橋児童遊園（神田佐久間町1-11）

4月18日（土） 10～11時 千代田保健所（九段北1-2-14）

※当日直接会場へ／雨天実施／4月17日（金）は実施しない

▲① ▲②

道路をはじめとする
パブリック空間などを活用した

まちづくりの活動をしませんか

　ウォーカブルなまちづくりを推進するため、
居心地の良い場所づくりの活動を募集します。
皆さんの「やりたいこと」を実現しながら、生
活の質（QOL）が向上するまちへと変えていく
きっかけにします。

ウォーカブルなまちづくりの活動を募集

　エリアマネジメントとして活動する団体の
認定事業を試行的に開始します。今回はウォー
カブルな活動を行う団体を支援します。

エリアマネジメントの認定事業を試行的に開始

いずれも
公募期間　 ～5月7日（木）
　　　　　※詳しくはHPの募集要項で確認を
問 合 せ　 景観・都市計画課計画推進担当
　　　　　☎03-5211-3612

ご意見をいただき、ありがとうございました

　「青切符」は交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。反
則金を仮納付すると、取り調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり
ます。16歳以上で、自転車に乗る人が「交通反則通告制度（青切符）」の対象です。

自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

対象となる違反の例と反則金の金額

問合せ　環境まちづくり総務課交通対策・監察係☎03-5211-4345

携帯電話の使用
1万2,000円

信号無視
6,000円

一時不停止
5,000円

右側通行
6,000円

遮断踏切立ち入り
7,000円

制動装置（ブレーキ）不良
5,000円

など113種類。
詳しくは、警察庁HPをご覧ください。

　障害などのある方が区内で生活する中で
「よかった」「うれしかった」と思った事例を
集め、障害のあるなしに関わらず相互理解
の促進を図っています。ポータルサイトよ
りアンケートにご協力ください。
 問合せ　障害者福祉課障害者福祉係
　　　　☎03-5211-4214

共生社会をめざす
「千代田区の良かったこと調査」

エピソード募集

4月1日
から

区役所の代表電話　☎ 03ー3264ー2111（3） 　令和 8年 3月 20日号
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●広報千代田をお読みいただきありがとうございます。読み終わり不要となった際は、「資源」として、回収日に出していただけますと幸いです●

区政インフォメーション




